
京 都 大 学 財 務 委 員 会 規 程 等 新 旧 対 照 表 

改 正 前 改 正 後 

京都大学財務委員会規程 

（平成１６年達示第６６号） 

 

（前 略） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。 

(1) 財務担当の理事（以下「担当理事」という。） 

 

(2) 研究科長 ５名 

(3) 研究所長又はセンター長 １名 

(4) 医学部附属病院長 

(5) 財務部長 

(6) その他総長が必要と認める者 若干名 

２ 前項第２号、第３号及び第６号の委員は、総長が

委嘱する。 

３ 第１項第２号、第３号及び第６号の委員の任期

は、２年とし、再任を妨げない。ただし、担当理事

の任期の終期を超えないものとする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、第１条第１号に掲げ

る事項について審議を行うときは、必要に応じて、

第１項第２号、第３号又は第６号の委員の数を増す

ことができる。 

５   （略） 

（後 略） 

 

京都大学環境安全保健委員会規程 

（平成１６年達示第６７号） 

 

（前 略） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織す

る。 

(1) 環境安全保健担当の理事、総務担当の理事及び

学生担当の理事 

(2) 環境安全保健機構長（以下「機構長」という。） 

(3) 環境安全保健機構副機構長 

(4) 研究科長 若干名 

(5) 研究所長 若干名 

(6) 医学部附属病院長 

(7) 環境安全保健機構各部門長 

(8) 総務部長、施設部長及び教育推進・学生支援部長 

(9) その他機構長が必要と認める者 若干名 

２・３ （略） 

（後 略） 

 

京都大学入学試験委員会規程 

（平成１７年達示第９０号） 

 

（前 略） 

 

 

 

 

第２条  

(1) 

(2) 渉外（基金・同窓会）担当の理事 

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

(7)  

２ 前項第３号、第４号及び第７号の委員は、総長が

委嘱する。 

３ 第１項第３号、第４号及び第７号の委員の任期

は、２年とし、再任を妨げない。ただし、担当理事

の任期の終期を超えないものとする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、第１条第１号に掲げ

る事項について審議を行うときは、必要に応じて、

第１項第３号、第４号又は第７号の委員の数を増す

ことができる。 

５     （同 左） 

 

 

 

 

 

 

第３条   （同 左） 

 

(1) 環境安全保健担当の理事及び総務担当の理事 

 

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

(7)  

(8)  

(9) 

２・３ 

 

 

 

 

 

 

（同 左） 

  （同 左） 

  （同 左） 



改 正 前 改 正 後 

（構成） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。 

(1) 教育担当の理事（以下「担当理事」という。） 

(2) 各学部長 

(3) 国際高等教育院長 

(4) その他総長が必要と認める者 若干名 

２・３ （略） 

（後 略） 

 

国立大学法人京都大学監事監査規程  

（平成２７年達示第４１号） 

 

 （前 略） 

（他の役員等との会合） 

第１５条 監事、理事、公正調査監査担当の副学長及

び会計監査人が監査等の結果を踏まえて、本学の運

営及び業務の改善について協議するため、監事の下

に四者協議会を置く。 

２・３ （略） 

（後 略） 

 

京都大学における公益通報者の保護等に関す

る規程 

（平成１７年達示第８８号） 

 

 （前 略） 

（総括者） 

第３条 本学における公益通報の処理に関しては、公

正調査監査担当の副学長（以下「担当副学長」とい

う。）が総括する。 

 （中 略） 

第３章 通報処理体制等 

（通報処理体制等の周知） 

第５条 担当副学長は、通報窓口、公益通報及び公益

通報に関する相談の方法その他必要な事項を職員

に周知する。 

（中 略） 

（通報に対する措置の検討） 

第７条 担当副学長は、前条第１項に規定する公益通

報を受けたときは、当該公益通報に関し必要な措

置の検討を行う。 

２ 担当副学長は、公益通報を受けた日から２０日以

内に、当該通報対象事実に係る調査の実施の有無

等前項の検討の結果を当該公益通報者に通知しな

ければならない。この場合において、担当副学長

は、調査を実施しないときは、その理由を併せて通

知するものとする。 

（構成） 

第２条   （同 左） 

(1) 入試担当の理事（以下「担当理事」という。） 

(2)  

(3)  

(4)  

２・３  

 

 

 

 

 

 

（他の役員等との会合） 

第１５条 監事、監査を担当する理事又は副学長、理

事及び会計監査人が監査等の結果を踏まえて、本学

の運営及び業務の改善について協議するため、監事

の下に四者協議会を置く。 

２・３   （同 左） 

 

 

 

 

 

 

 

（総括者） 

第３条 本学における公益通報の処理に関しては、研

究公正担当の理事（以下「担当理事」という。）が

総括する。 

 

第３章 通報処理体制等 

（通報処理体制等の周知） 

第５条 担当理事は、通報窓口、公益通報及び公益通

報に関する相談の方法その他必要な事項を職員に

周知する。 

 

 （通報に対する措置の検討） 

第７条 担当理事は、前条第１項に規定する公益通報

を受けたときは、当該公益通報に関し必要な措置

の検討を行う。 

２ 担当理事は、公益通報を受けた日から２０日以内

に、当該通報対象事実に係る調査の実施の有無等

前項の検討の結果を当該公益通報者に通知しなけ

ればならない。この場合において、担当理事は、調

査を実施しないときは、その理由を併せて通知す

るものとする。 

（同 左） 



改 正 前 改 正 後 

３ 担当副学長は、前項に規定する調査を、事務本部

の職員に行わせるものとする。 

（中 略） 

（調査結果の通知） 

第１０条 担当副学長は、調査を終えたときは、当該

公益通報者に対し、当該調査結果を通知するもの

とする。 

（是正措置等） 

第１１条 担当副学長は、調査の結果、通報対象事実

が明らかになったときは、直ちに是正及び再発防

止のために必要な措置（以下「是正措置等」とい

う。）を講じ、又は部局の長（全学教員部にあって

は、総長が指名する理事。次項において同じ。）に

対し是正措置等を講じることを命じなければなら

ない。 

２ 部局の長は、前項の規定により命じられた是正措

置等を講じたときは、当該是正措置等の内容、是正

結果等を担当副学長に報告するものとする。 

３ 担当副学長は、第１項の措置を講じたとき又は前

項の報告を受けたときは、当該公益通報者に対し、

前条の通知に併せて是正措置等の結果を通知し、

必要に応じて、関係行政機関に対し当該調査及び

是正措置等に関し報告を行うものとする。 

（被通報者等への配慮） 

第１２条 担当副学長は、第１０条及び前条第３項の

規定により公益通報者に通知をするときは、当該

公益通報に係る被通報者（その者が法令違反等を

行った、行っている又は行おうとしていると通報

された者をいう。）又は当該調査に協力した者等の

名誉、プライバシー等を侵害することのないよう

に配慮しなければならない。 

（中 略） 

（実施規定） 

第１８条 この規程に定めるもののほか、この規程の

実施に関し必要な事項は、担当副学長が定める。 

  

京都大学におけるハラスメントの防止等に関

する規程 

（平成１７年達示第６６号） 

 

（前 略） 

第２ 管理体制 

（担当副学長の責務） 

第３条 公正調査監査担当の副学長（以下「担当副学

長」という。）は、本学におけるハラスメントの防

止等に関し、総括し、研修、啓発活動その他ハラス

メントの防止及び排除のための措置並びにハラス

メントに起因する問題が生じた場合には適切な措

３ 担当理事は、前項に規定する調査を、事務本部の

職員に行わせるものとする。 

 

（調査結果の通知） 

第１０条 担当理事は、調査を終えたときは、当該公

益通報者に対し、当該調査結果を通知するものと

する。 

（是正措置等） 

第１１条 担当理事は、調査の結果、通報対象事実が

明らかになったときは、直ちに是正及び再発防止

のために必要な措置（以下「是正措置等」という。）

を講じ、又は部局の長（全学教員部にあっては、総

長が指名する理事。次項において同じ。）に対し是

正措置等を講じることを命じなければならない。 

 

２ 部局の長は、前項の規定により命じられた是正措

置等を講じたときは、当該是正措置等の内容、是正

結果等を担当理事に報告するものとする。 

３ 担当理事は、第１項の措置を講じたとき又は前項

の報告を受けたときは、当該公益通報者に対し、前

条の通知に併せて是正措置等の結果を通知し、必

要に応じて、関係行政機関に対し当該調査及び是

正措置等に関し報告を行うものとする。 

（被通報者等への配慮） 

第１２条 担当理事は、第１０条及び前条第３項の規

定により公益通報者に通知をするときは、当該公

益通報に係る被通報者（その者が法令違反等を行

った、行っている又は行おうとしていると通報さ

れた者をいう。）又は当該調査に協力した者等の名

誉、プライバシー等を侵害することのないように

配慮しなければならない。 

 

（実施規定） 

第１８条 この規程に定めるもののほか、この規程の

実施に関し必要な事項は、担当理事が定める。 

 

 

 

 

 

 

第２ 管理体制 

（担当理事の責務） 

第３条 研究公正担当の理事（以下「担当理事」とい

う。）は、本学におけるハラスメントの防止等に関

し、総括し、研修、啓発活動その他ハラスメントの

防止及び排除のための措置並びにハラスメントに

起因する問題が生じた場合には適切な措置を講じ



改 正 前 改 正 後 

置を講じなければならない。 

（中 略） 

（相談体制等の周知） 

第９条 担当副学長は、全学及び各部局の相談窓口に

おける相談等を受け付ける方法その他必要な事項

を教職員及び学生等に周知する。 

２   （略） 

（相談員の責務等） 

第１０条 相談員は、教職員又は学生等（以下「相談

者」という。）から相談等を受けたときは、当該相

談等に係る問題の事実関係等の把握に努め、及び当

該相談者に対し、必要な指導又は助言を行う。 

２ 相談を受けた相談員は、当該相談者が希望すると

きは、相談者の所属する部局の長に報告するものと

する。ただし、当該ハラスメントに起因する問題の

内容等に部局の長が関係する場合は担当副学長に、

相談者が全学の相談窓口の相談員に相談等を行っ

た場合において、当該相談者が希望するときは相談

者の所属する部局の長又は担当副学長に報告する

ものとする。 

（中 略） 

第１２条 部局の長は、前条の調査の状況を適切に把

握して担当副学長及び関係する学系等の長に報告

し、担当副学長及び関係する学系等の長と連携して

速やかに調査を終了させるよう努めなければなら

ない。 

２・３ （略） 

（調査委員会による調査） 

第１３条 第１０条第２項ただし書又は前条第１項

の報告を受けた担当副学長は、部局におけるハラス

メントに起因する問題の調査が困難であると認め

るときは、調査委員会を設置して調査を行わせる。 

２ 前項の調査委員会は、京都大学人権委員会委員若

干名及び担当副学長が指名する者により組織する。 

３ 担当副学長は、第１項の規定による調査を行うと

きは、関係する部局及び学系等の長にあらかじめそ

の旨を通知する。 

４・５ （略） 

第１４条 担当副学長は、前条の調査の結果を踏まえ

て、当該関係する部局又は学系等の長と連携して必

要な措置を講じなければならない。 

２ 第１２条第３項の規定は、担当副学長の場合に準

用する。この場合において、「部局又は学系等の長」

とあるのは「担当副学長」と、「講じる」とあるの

は「講じることを当該部局又は学系等の長に要請す

る」と読み替えるものとする。 

第５ その他 

（秘密の保持等） 

なければならない。 

 

（相談体制等の周知） 

第９条 担当理事は、全学及び各部局の相談窓口にお

ける相談等を受け付ける方法その他必要な事項を

教職員及び学生等に周知する。 

２    （同 左） 

（相談員の責務等） 

第１０条 （同 左） 

 

 

 

２ 相談を受けた相談員は、当該相談者が希望すると

きは、相談者の所属する部局の長に報告するものと

する。ただし、当該ハラスメントに起因する問題の

内容等に部局の長が関係する場合は担当理事に、相

談者が全学の相談窓口の相談員に相談等を行った

場合において、当該相談者が希望するときは相談者

の所属する部局の長又は担当理事に報告するもの

とする。 

 

第１２条 部局の長は、前条の調査の状況を適切に把

握して担当理事及び関係する学系等の長に報告し、

担当理事及び関係する学系等の長と連携して速や

かに調査を終了させるよう努めなければならない。 

 

２・３  （同 左） 

（調査委員会による調査） 

第１３条 第１０条第２項ただし書又は前条第１項

の報告を受けた担当理事は、部局におけるハラスメ

ントに起因する問題の調査が困難であると認める

ときは、調査委員会を設置して調査を行わせる。 

２ 前項の調査委員会は、京都大学人権委員会委員若

干名及び担当理事が指名する者により組織する。 

３ 担当理事は、第１項の規定による調査を行うとき

は、関係する部局及び学系等の長にあらかじめその

旨を通知する。 

４・５  （同 左） 

第１４条 担当理事は、前条の調査の結果を踏まえ

て、当該関係する部局又は学系等の長と連携して必

要な措置を講じなければならない。 

２ 第１２条第３項の規定は、担当理事の場合に準用

する。この場合において、「部局又は学系等の長」

とあるのは「担当理事」と、「講じる」とあるのは

「講じることを当該部局又は学系等の長に要請す

る」と読み替えるものとする。 

第５ その他 

（秘密の保持等） 
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第１５条 担当副学長、部局及び学系等の長、相談員

並びに部局の人権委員会及び調査委員会の委員等

は、相談等に係る対応に当たっては、当事者及びこ

れに関係する者のプライバシーや名誉その他の人

権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らし

てはならない。 

（不利益取扱いの禁止） 

第１６条 総長、担当副学長、部局及び学系等の長、

監督者その他の教職員は、相談等、相談等に係る調

整及び調査への協力その他ハラスメントの排除、ハ

ラスメントに起因する問題への対処等に関し、相当

な対応をした教職員及び学生等に対し、そのことを

もって不利益な取扱いをしてはならない。 

（中 略） 

（事案の検証） 

第１８条 担当副学長は、京都大学人権委員会にハラ

スメント事案に係る検証を求め、ハラスメントの防

止等に関し、その充実に努めるものとする。 

（実施規定） 

第１９条 この規程に定めるもののほか、この規程の

実施に関し必要な事項は、担当副学長が定める。 

 

京都大学基金規程 

（平成２３年達示第３３号） 

 

（前 略） 

（特定基金） 

第５条 本学の特定の事業に対する寄附を募るため、

基金に特定基金を置くことができる。 

２ 前項の特定基金に関し必要な事項は、大学基金担

当の副学長（以下「担当副学長」という。）が定め

る。 

（中 略） 

（基金運営委員会） 

第７条 本学に基金（特定基金を除く。以下この条、

第１０条から第１２条まで及び第１５条において

同じ。）の運営に係る次の各号に掲げる事項につい

て、役員会の諮問に応じるため、基金運営委員会（以

下「委員会」という。）を置く。 

(1)～(4) （略） 

２ 委員会は次の各号に掲げる委員で組織する。 

(1) 担当副学長 

(2) 財務担当の理事 

(3) 研究科長 若干名 

(4) 研究所長又はセンター長 若干名 

(5) 総務部長及び財務部長 

(6) その他総長が必要と認める者 若干名 

３        （略） 

第１５条 担当理事、部局及び学系等の長、相談員並

びに部局の人権委員会及び調査委員会の委員等は、

相談等に係る対応に当たっては、当事者及びこれに

関係する者のプライバシーや名誉その他の人権を

尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしては

ならない。 

（不利益取扱いの禁止） 

第１６条 総長、担当理事、部局及び学系等の長、監

督者その他の教職員は、相談等、相談等に係る調整

及び調査への協力その他ハラスメントの排除、ハラ

スメントに起因する問題への対処等に関し、相当な

対応をした教職員及び学生等に対し、そのことをも

って不利益な取扱いをしてはならない。 

 

（事案の検証） 

第１８条 担当理事は、京都大学人権委員会にハラス

メント事案に係る検証を求め、ハラスメントの防止

等に関し、その充実に努めるものとする。 

（実施規定） 

第１９条 この規程に定めるもののほか、この規程の

実施に関し必要な事項は、担当理事が定める。 

 

 

 

 

 

（特定基金） 

第５条      （同 左） 

 

２ 前項の特定基金に関し必要な事項は、渉外（基金・

同窓会）担当の理事（以下「担当理事」という。）

が定める。 

 

（基金運営委員会） 

第７条  

 

 

 

 

(1)～(4)  

２  

(1) 担当理事 

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

３  

（同 左） 

（同 左） 



改 正 前 改 正 後 

４ 第２項第３号、第４号及び第６号の委員の任期

は、２年とし、再任を妨げない。ただし、担当副学

長の任期の終期を超えないものとする。 

第８条 委員会に委員長を置き、担当副学長をもって充てる。 

２        （略） 

（中 略） 

（財産の組入れ及び受入れ） 

第１０条 基金への現金の組入れ及び受入れは、担当

副学長が決定する。 

２        （略） 

３ 担当副学長は、第１項の組入れ及び受入れについ

て、毎年、委員会へ報告するものとする。 

（中 略） 

（基金明細書） 

第１２条 総長は、基金について基金明細書を作成

し、毎事業年度終了後３月以内に、文部科学大臣に

提出するものとする。 

２        （略） 

３ 第１項の基金明細書の様式は、担当副学長が別に定める。 

（中 略） 

（雑則） 

第１５条 この規程に定めるもののほか、基金の運営

その他必要な事項は、委員会の議を経て担当副学長

が定める。 

 

京都大学における公正な研究活動の推進等に

関する規程 

（平成２６年達示第５９号） 

 

（前 略） 

（総括者） 

第３条 本学に、本学における公正な研究活動の推進

等について総括し、研究活動上の不正行為が行わ

れ、又はそのおそれがある場合に、関係の理事等と

連携して厳正かつ適切に対応する者として総括者

を置き、研究担当の理事（以下「担当理事」という。）

をもって充てる。 

２・３   （略） 

（後 略） 

 

国立大学法人京都大学利益相反マネジメント

規程 

（平成２５年達示第７９号） 

 

（前 略） 

（利益相反マネジメント委員会） 

第６条 本学に、利益相反マネジメント委員会（以下

「委員会」という。）を置く。 

４ 第２項第３号、第４号及び第６号の委員の任期

は、２年とし、再任を妨げない。ただし、担当理事

の任期の終期を超えないものとする。 

第８条 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。 

２        （同 左） 

 

（財産の組入れ及び受入れ） 

第１０条 基金への現金の組入れ及び受入れは、担当

理事が決定する。 

２        （同 左） 

３ 担当理事は、第１項の組入れ及び受入れについ

て、毎年、委員会へ報告するものとする。 

 

（基金明細書） 

第１２条  

 

 

２  

３ 第１項の基金明細書の様式は、担当理事が別に定める。 

 

（雑則） 

第１５条 この規程に定めるもののほか、基金の運営

その他必要な事項は、委員会の議を経て担当理事が

定める。 

 

 

 

 

 

 

（総括者） 

第３条 本学に、本学における公正な研究活動の推進

等について総括し、研究活動上の不正行為が行わ

れ、又はそのおそれがある場合に、関係の理事等と

連携して厳正かつ適切に対応する者として総括者

を置き、研究公正担当の理事（以下「担当理事」と

いう。）をもって充てる。 

２・３      （同 左） 

 

 

 

 

 

 

 

（利益相反マネジメント委員会） 

第６条         （同 左） 

 

（同 左） 



改 正 前 改 正 後 

２        （略） 

第７条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。 

 

(1) 人事担当の理事及び産官学連携担当の理事 

(2) 法務・コンプライアンス担当の副学長 

(3) 部局の長 若干名 

(4) 医学部附属病院長が指名する副病院長 

(5) その他総長が必要と認める者 若干名 

２ 前項第３号及び第５号の委員は、総長が委嘱する。 

３ 第１項第３号及び第５号の委員の任期は、２年と

し、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

第８条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は前条第１項第２号の委員をもって充て、

副委員長は同項第４号の委員をもって充てる。 

３・４    （略） 

（中 略） 
（利益相反審査委員会） 

第１０条 委員会に、次の各号に掲げる業務（第１１

条に定めるものを除く。）を行うため、利益相反審

査委員会（以下「審査委員会」という。）を置く。 

(1)～(3) （略） 

２ 審査委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。 

(1) 委員会の委員長 

(2) 本学の教授 若干名 

(3) 学外の有識者 若干名 

(4) その他総長が必要と認める者 若干名 

３～６   （略） 

（臨床研究利益相反審査委員会） 

第１１条 委員会に、臨床研究に係る次の各号に掲げ

る業務を行うため、臨床研究利益相反審査委員会

（以下「臨床研究審査委員会」という。）を置く。 

(1)～(3) （略）  

２ 臨床研究審査委員会は、次の各号に掲げる委員で

組織する。 

(1) 委員会の委員長 

(2) 第７条第１項第４号に規定する者 

(3) 臨床研究を行う部局の教授 若干名 

(4) 学外の有識者 若干名 

(5) その他総長が必要と認める者 若干名 

３～６   （略） 

 （中 略） 

（委員会等に関する事務） 

第２２条 委員会及び審査委員会の事務はマネジメン

ト室において、臨床研究審査委員会の事務は医学部

附属病院事務部総務課において処理する。 

（後 略） 

 

２ 

第７条     

 (1) 研究規範担当の理事 

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

２ 前項第４号及び第６号の委員は、総長が委嘱する。 

３ 第１項第４号及び第６号の委員の任期は、２年と

し、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

第８条    （同 左） 

２ 委員長は前条第１項第１号の委員をもって充て、

副委員長は同項第５号の委員をもって充てる。 

３・４    （同 左） 

 

（利益相反審査委員会） 

第１０条  

 

 

(1)～(3)  

２  

(1) 法務・コンプライアンス担当の副学長 

(2)  

(3)  

(4)  

３～６  

（臨床研究利益相反審査委員会） 

第１１条  

 

 

(1)～(3)  

２       

 

(1) 法務・コンプライアンス担当の副学長 

(2) 第７条第１項第５号に規定する者 

(3)  

(4)  

(5)  

３～６  

 

（委員会等に関する事務） 

第２２条 委員会及び審査委員会の事務はマネジメン

ト室において、臨床研究審査委員会の事務は医学部

附属病院事務部臨床研究戦略課において処理する。 

 

 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 



改 正 前 改 正 後 

国立大学法人京都大学における競争的資金等

の適正管理に関する規程 

（平成２６年達示第３８号） 

 

（前 略） 

（定義） 

第３条 この規程において「競争的資金等」とは、国、

独立行政法人、地方公共団体等から、教育研究機関

に配分されているものをいい、その範囲は研究担当

の理事が別に定める。 

２～４  （略） 

 （中 略） 

（統括管理責任者及び副統括管理責任者） 

第５条 本学に、最高管理責任者を補佐し、競争的資

金等の適正な運営及び管理並びにコンプライアン

ス教育について、実務上、本学を統括する権限と責

任を有する者として統括管理責任者を置き、研究担

当の理事をもって充てる。 

２    （略） 

（部局管理責任者） 

第６条 部局に、当該部局における競争的資金等の適

正な運営及び管理並びにコンプライアンス教育を

行う者として、部局管理責任者を置き、部局の長（事

務本部にあっては研究担当の理事。以下同じ。）を

もって充てる。 

２～６  （略） 

 （後 略） 

 

京都大学におけるライフサイエンス研究等に

係る倫理の保持、安全の確保等に関する規程 

（平成２７年達示第７２号） 

 

（前 略） 

（総長等の責務等） 

第４条 総長は、ライフサイエンス研究等における倫

理の保持、安全の確保等に関し、本学を統括すると

ともに、研究規範に定める事務を適切に行うものと

する。 

２ 総長は、前項の事務を部局の長（事務本部にあっ

ては、研究担当の理事（以下「担当理事」という。）。

以下同じ。）に委任することができる。 

（後 略） 

 

京都大学安全衛生管理規程 

（平成１９年達示第８号） 

 

（前 略） 

（部局の安全衛生管理） 

 

 

 

 

（定義） 

第３条 この規程において「競争的資金等」とは、国、

独立行政法人、地方公共団体等から、教育研究機関

に配分されているものをいい、その範囲は研究公正

担当の理事が別に定める。 

２～４    （同 左） 

 

（統括管理責任者及び副統括管理責任者） 

第５条 本学に、最高管理責任者を補佐し、競争的資

金等の適正な運営及び管理並びにコンプライアン

ス教育について、実務上、本学を統括する権限と責

任を有する者として統括管理責任者を置き、研究公

正担当の理事をもって充てる。 

２      （同 左） 

（部局管理責任者） 

第６条 部局に、当該部局における競争的資金等の適

正な運営及び管理並びにコンプライアンス教育を

行う者として、部局管理責任者を置き、部局の長（事

務本部にあっては研究公正担当の理事。以下同じ。）

をもって充てる。 

２～６    （同 左） 

 

 

 

 

 

 

 

（総長等の責務等） 

第４条    （同 左） 

 

 

 

２ 総長は、前項の事務を部局の長（事務本部にあっ

ては、研究倫理担当の理事（以下「担当理事」とい

う。）。以下同じ。）に委任することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

（部局の安全衛生管理） 



改 正 前 改 正 後 

第７条 部局の長（事務本部にあっては、総務担当の

理事。以下同じ。）は、当該部局における安全衛生

管理に関し、総括する。 

（後 略） 

 

京都大学化学物質管理規程 

（平成１８年達示第７４号） 

 

（前 略） 

（部局の長の責務） 

第３条 部局の長（事務本部にあっては総務担当の理

事。以下同じ。）は、当該部局における化学物質の

管理を総括するとともに、化学物質の管理に関し必

要な指導及び啓発を行う。 

（後 略） 

 

京都大学組換えＤＮＡ実験安全管理規程 

（昭和５４年達示第２１号） 

 

（前 略） 

第３条 京都大学における組換えＤＮＡ実験に係る

安全の確保に関しては、研究担当の理事が総括管理

する。 

（後 略） 

 

京都大学における動物実験の実施に関する規

程 

（平成１８年達示第７２号） 

 

（前 略） 

（総括管理） 

第３条 本学における動物実験の適正な実施に関し

ては、総長が総括管理する。 

２ 研究担当の理事（以下「担当理事」という。）は、

前項の業務に関し、総長を補佐する。 

（後 略） 

 

京都大学における病原体等の管理に関する規

程 

（平成１９年達示第７８号） 

 

（前 略） 

（総括責任者） 

第３条 本学における病原体等の所持、取扱い及び管

理については、研究担当の理事（以下「担当理事」

という。）が総括する。 

（後 略） 

 

第７条 部局の長（事務本部にあっては、環境安全保

健担当の理事。以下同じ。）は、当該部局における

安全衛生管理に関し、総括する。 

 

 

 

 

 

 

（部局の長の責務） 

第３条 部局の長（事務本部にあっては環境安全保健

担当の理事。以下同じ。）は、当該部局における化

学物質の管理を総括するとともに、化学物質の管理

に関し必要な指導及び啓発を行う。 

 

 

 

 

 

 

第３条 京都大学における組換えＤＮＡ実験に係る

安全の確保に関しては、研究規範担当の理事が総括

管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

（総括管理） 

第３条 （同 左） 
 

２ 研究規範担当の理事（以下「担当理事」という。）

は、前項の業務に関し、総長を補佐する。 

 

 

 

 

 

 

 

（総括責任者） 

第３条 本学における病原体等の所持、取扱い及び管

理については、研究規範担当の理事（以下「担当理

事」という。）が総括する。 

 

 



改 正 前 改 正 後 

京都大学における家畜伝染病の発生の予防に

関する規程 

（平成２５年達示第４６号） 

 

（前 略） 

（雑則） 

第２１条 この規程に定めるもののほか、監視伝染病

病原体の管理に関し必要な事項は、研究担当の理

事が定める。 

 

京都大学排出水・廃棄物管理等規程 

（昭和５４年達示第１１号） 

 

（前 略） 

（部局等の長の職務） 

第４条 部局等の長（事務本部にあつては、総務担当

の理事。以下同じ。）は、当該部局等に係る排出水・

廃棄物の管理等に関し、別表第２に掲げる事項を行

う。 

２～４ （略） 

 （後 略） 

 

総長が指定する災害により被災した者に係る

学部、大学院及び専門職大学院の検定料の免除

に関する特例規程 

（平成３０年達示第６５号） 

 

（前 略） 

第２条 総長は、教育担当の理事及び関係する理事と

協議のうえ、災害の指定を行うものとする。 

（中 略） 

第５条 この規程に定めるもののほか、この規程の実

施に関し必要な事項は、教育担当の理事が定める。 

 

 

 

 

 

 

 

（雑則） 

第２１条 この規程に定めるもののほか、監視伝染病

病原体の管理に関し必要な事項は、研究規範担当

の理事が定める。 

 

 

 

 

 

（部局等の長の職務） 

第４条 部局等の長（事務本部にあつては、環境安全

保健担当の理事。以下同じ。）は、当該部局等に係

る排出水・廃棄物の管理等に関し、別表第２に掲げ

る事項を行う。 

２～４ （同 左） 

  

 

 

 

 

 

 

  

第２条 総長は、入試担当の理事及び関係する理事と

協議のうえ、災害の指定を行うものとする。 

 

第５条 この規程に定めるもののほか、この規程の実

施に関し必要な事項は、入試担当の理事が定める。 

 

附 則 

 この規程は、令和２年１０月１日から施行する。 

 


